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① SDGsに掲げられている17のゴール
（「SDGsとターゲット新約」より）

② 各ゴールを構成する169のターゲットの中で、
茅ヶ崎市総合計画の政策目標に該当するターゲット

③ 169のターゲットを“ちがさきごと化”した総合計画の
キーアクション「ちがさきSDGsターゲット」

④ 「ちがさきSDGsターゲット」に基づき、当該ゴールに
関連する総合計画の主な事務事業

⑤ 「ちがさきSDGsターゲット」に基づき、当該ゴールの
総合計画の政策目標及び取り組みの方向性
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本冊子は、ＳＤＧｓを他人ごとではなく、“ちがさきごと化”することで、ＳＤＧｓと総合計
画をよりわかりやすく、身近なものとしていただくことを目的として作成しました。
本市のまちづくりの指針となる茅ヶ崎市総合計画では、政策の基本的な方向となる

「政策目標」ごとに、SDGsに掲げられている17のゴールとの関連性を整理しましたが、
本冊子では、反対にSDGs側からの視点で、SDGsのゴールごとに、関連する総合計画
の主な事務事業を掲載しています。

（参考）
市HP

総合計画

＜SDGs（Sustainable Development Goals）とは＞

2015年9月にニューヨークの国連本部において、「国
連持続可能な開発サミット」が開催され、「我々の世界を
変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」
が採択されました。このアジェンダの目標が、17のゴー
ルと169のターゲットからなる持続可能な開発目標
（SDGs）です。

（参考）
国連広報

センターHP

作成趣旨

構成

1

＜茅ヶ崎市総合計画とは＞

市の目指す姿を明らかにし、これを計画的に実現する
ため、政策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定
めたもので、まちづくりの指針となるものです。
本計画は、令和3年度（2021年度）から12年度

（2030年度）までを計画期間とし、 市の目指す姿であ
る「将来の都市像」と都市像を計画的に実行するための
政策の基本的な方向となる「政策目標」を定めています。

（参考）
SDGsと
ターゲット

新約



市内の支援を必要とする人を減らすため、避難行
動要支援者支援制度や包括的な相談支援体制等
を推進します。

避難行動要支援者支援制度事業

（防災対策課）

避難行動要支援者に対して避難支援の環境を整
えられるようモデル事業を実施し、課題解決を図っ
たうえで全市的に展開します。

生活困窮者自立相談支援事業

（生活支援課）

生活に困りごとや不安を抱えている方からの相
談に対し、支援員が支援プランを作成し、寄り添い
ながら自立に向けて支援します。

ひとり親家庭総合支援事業

（子育て支援課）

ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的に、
関係機関と連携して相談会を実施し、各種支援情
報の提供や生活全般の困りごとへの対応、就労支
援を行います。

ちがさきSDGsターゲット

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困を終
わらせる

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
2、3、4、5、b

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•③ 社会保障制度の適正な運営

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•① 防災・減災対策の推進

•③ 暮らしの安全・安心の確保

農業者に対する支援等により、地場食料の循環を
促進するとともに、乳幼児健康診査等により、こど
もの適切な栄養状態を維持・向上させます。

地場産物使用推進の取り組み支援・

調整事務
（学務課）

市内の農業者等から購入した地場産の野菜や米
等を、学校給食の食材として使用することにより、
市内農業の支援を含めた食育の推進を図ります。

乳幼児健康診査事業

（健康増進課）

乳幼児を対象に健康診査を実施し、疾病等の早
期発見及び育児不安の軽減を図ります。

学校給食の管理運営に係る事務

（学務課）

学校給食摂取基準に基づく栄養バランスの取れ
た食事により、児童の心身の健全な発達を促進す
るため、自校式給食調理場による小学校給食を実
施します。

ちがさきSDGsターゲット

飢餓を終わらせ、食料の安定確保と栄養状態の改
善を実現し、持続可能な農業を促進する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

•② 保健衛生・医療体制の充実
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1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

•② 未来を拓く力を育む教育の推進

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

•② 多様性を認め、尊重し合う社会の実現

子どもや高齢者などあらゆる年齢のすべての
人々を感染症及び生活習慣病のリスクから守り、
自分らしく健康的に過ごせるよう、保健・医療体制
や相談支援体制の充実を図ります。

地域包括支援センターの運営に関す

る事務 （高齢福祉介護課）

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続け
ていけるよう、地域で高齢者を支える包括的な支
援体制づくりの推進に取り組んでいきます。

感染症対策事業

（保健予防課）

指定された感染症をモニタリングし、まん延防止
対策や予防のための情報発信を行います。また、
感染症に関わる医療費公費負担の事務を行いま
す。

一般介護予防事業

（高齢福祉介護課）

高齢者がいつまでも元気で、生涯にわたって活
躍できるよう、疾病・介護予防に関する取組の充実
に重点を置き、高齢者の健康寿命の延伸に努めて
いきます。

ちがさきSDGsターゲット

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確実にし、福祉を推進する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、ｄ

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•② 保健衛生・医療体制の充実

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•② 消防・救急体制の構築

•③ 暮らしの安全・安心の確保

ちがさきSDGsターゲット

すべての人々に、だれもが受けられる公平で質の
高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、7、a

3

子どもたちが自己肯定感を持てるように、教職員がき
め細やかな教育活動が行えるようにするとともに、すべ
ての人が自分らしい生き方に繋がる学びと成長の機会
を創出し、学びあい育ちあう社会を実現します。

ふれあい補助員派遣事業

（学校教育指導課）

ふれあい補助員を市立小・中学校に派遣し、学
習・生活指導の補助を行うことを通して、きめ細や
かな教育の推進を図ります。

特別支援学級増設に伴う教育活動整

備事業 （学校教育指導課）

インクルーシブ教育システム構築を踏まえた市立
小・中学校の特別支援教育の方向性、特別支援学
級の増設・増級に向けた検討を行います。

シニア事業

（社会教育課公民館）

シニアが楽しみとやりがいをもって講座に参加し、
地域における孤立からの脱却や社会参加へのきっ
かけづくりの機会を提供します。



3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•② 保健衛生・医療体制の充実

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

•③ 心地よい生活環境の形成

ジェンダー平等を実現するため、誰もが経済活動
や地域社会において、自分の力を発揮して活躍で
きるような機会を創出します。

就職活動支援事業

（雇用労働課）

女性・若年・高齢者・障がい者等の活躍に向け、

藤沢公共職業安定所による求人を紹介するととも

に近隣市と合同企業面接会を実施します。

男女共同参画推進事業

（男女共同参画課）

男女共同参画を学ぶ機会を提供しつつ、託児ボ
ランティア派遣による子育て世代の市民活動等へ
の参加支援などに取り組み、男女共同参画社会の
実現を目指します。

女性のための相談室の運営

（男女共同参画課）

夫婦間や家族、子ども等に関する悩みを持つ女

性が、自分らしく、よりよい生活を送ることができる

よう、相談事業に取り組みます。

ちがさきSDGsターゲット

ジェンダー平等を達成し、すべての女性・少
女のエンパワーメントを行う

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、4、5、6、b、c

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

•② 未来を拓く力を育む教育の推進

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

•② 保健衛生・医療体制の充実

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

•② 多様性を認め、尊重し合う社会の実現

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•③ 暮らしの安全・安心の確保

将来都市像の実現に向けた行政経営

•① 市民主体のまちづくりの推進

•② 行政運営の基盤の確保

ちがさきSDGsターゲット

すべての人々が水と衛生施設を利用できるように
し、持続可能な水・衛生管理を確実にする

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
2、3、6、b

4

すべての人々が安心して暮らせるよう、下水道や
河川等の維持管理を行うとともに、土壌汚染等の
対策を行うことにより、河川や海等の良質な水環境
を保全します。

水洗化の普及及び促進、排水の水質

保全に関する事務 （下水道河川総務課）

公共下水道未接続世帯の解消及び設置基準に
基づく排水設備の施工確認等により公共水域の水
質保全に努めます。

合併処理浄化槽設置整備事業

（下水道河川建設課）

公共用水域の水質汚濁等を防ぐため、公共下水
道事業計画区域外の地域で合併処理浄化槽へ切
り換えをされる方に補助をしています。

水・土壌環境保全調査事業

（環境保全課）

環境への負荷を低減するため、環境法令の遵守
指導、各種測定等を通じ、環境保全上の支障を未
然に防ぐことで良質な生活環境を確保します。



1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•② 環境負荷の低減

将来都市像の実現に向けた行政経営

•② 行政運営の基盤の確保

すべての人々がライフステージにあわせた働き方を選択で
きるよう、多様な働き方と働く場を創出するとともに、創業支
援やイノベーションを通じた企業の生産性の向上を支援する
ことで、自分らしい働き方と地域の経済成長の両立を促進し
ます。

企業移転・サテライトオフィス設置支

援事業 （産業振興課）

市内事業者が新たな生活様式に対応しながら事
業を継続するため、本市への本社移転や支社・サ
テライトオフィス設置に対して補助金を交付します。

労働環境整備事業

（雇用労働課）

それぞれの人々がライフステージにあわせた働き
方を選択できるよう、コンセプトに沿った合同企業
説明会を実施し、労働者と事業者の雇用機会の創
出を図ります。

障がい者就労支援事業

（障がい福祉課）

障がい者の活動の場の確保・充実に向けて、庁内
における就労訓練を行うとともに、雇用を確保しま
す。

信頼性の高い再生可能エネルギーの利用を促進
することで、環境負荷が少ない、持続可能な社会を
実現します。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ推進事業（省ｴﾈﾙｷﾞｰ

の推進） (資産経営課、環境政策課）

公共施設への太陽光発電設備の設置を進めると
ともに、公用車の電動化を通じて、エネルギー効率
の改善に取り組みます。

太陽光発電設備普及啓発基金

（環境政策課）

事業者や市民活動団体等が太陽光の普及啓発
を目的とする太陽光発電設備を設置する際の事業
費の一部として活用します。

再生可能エネルギーの情報発信と普

及啓発 （環境政策課）

再生可能エネルギーの必要性について、市民・事
業者の理解を促進し、再生可能エネルギー電力切
り替え・設備導入の意欲が増進されるよう普及啓
発に取り組みます。

ちがさきSDGsターゲット

すべての人々が、手頃な価格で信頼性の高い持
続可能で現代的なエネルギーを利用できるようにす
る

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•② 環境負荷の低減

ちがさきSDGsターゲット

すべての人々にとって、持続的でだれも排除しない持続可能な経済
成長、完全かつ生産的な雇用、働きがいのある人間らしい仕事
（ディーセント・ワーク）を促進する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、8、9

5



国内および各国間の不平等を減らす

きめ細やかで包括的な相談支援体制の構築や社
会保障制度の適正な運営を行うことで、誰一人取
り残さない社会を実現します。

相談支援体制の機能強化事業

（障がい福祉課）

障がい者・児の自立支援等に向け、市内の相談
支援事業者が相談支援事業所連絡会に参画する
こと等を通じて、相談支援体制を整備・促進します。

国民健康保険、後期高齢者医療制度

及び国民年金の運営事務 （保険年金課）

病気やケガをした際に、安心して医療が受けられ
るようにしたり、老後の生活の安定、障害や死亡の
予期せぬ事態に備えるための事業です。

住宅にお困りの方に対する低廉な家

賃での住宅の提供事業 （建築課）

経済的な理由等により、真に住宅に困窮している
方に対して、公平性・透明性を確保した上で、低廉
な家賃で住宅を提供します。

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

•③ 社会保障制度の適正な運営

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•② 多様性を認め、尊重し合う社会の実現

将来都市像の実現に向けた行政経営

•② 行政運営の基盤の確保

•③ 財政の健全性の確保

安定的かつ信頼性の高いインフラを構築し、だれもが
参画できる持続可能な産業化や利用しやすい金融サー
ビスの整備を促進することで、地域の中小企業のイノ
ベーションを推進する場づくりを行います。

労働環境整備事業

（雇用労働課）

新しい生活様式に則した多様な働き方の導入や
運用に関する情報や民間事業者による共同利用型
サテライトオフィスを紹介します。

中小企業経営等相談事業

（産業振興課）

目まぐるしく変わる社会情勢や環境の中で、市内
事業者が抱える課題を解決するため、無料で経営
診断・経営相談を行います。

中小企業融資支援事業

（産業振興課）

中小企業の経営基盤確立と経営の近代化を促進
するため、市内事業者に対して信用保証料や利子
の補助を行うとともに、市内指定金融機関に資金
を預託し、融資を促します。

ちがさきSDGsターゲット

レジリエントなインフラを構築し、だれもが参画でき
る持続可能な産業化を促進し、イノベーションを推
進する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、4、5

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•② 環境負荷の低減

7.利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち

•① 機能的な都市空間の形成

ちがさきSDGsターゲット

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4

6



1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•② 未来を拓く力を育む教育の推進

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•② 保健衛生・医療体制の充実

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

•② 環境負荷の低減

7.利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち

•① 機能的な都市空間の形成

将来都市像の実現に向けた行政経営

•② 行政運営の基盤の確保

豊かな自然環境と市街地環境が調和し、人々が
安心して出かけられる茅ヶ崎らしい心地よい生活
空間を創生するまちづくりを行います。

都市防災推進事業

（都市政策課）

地域が取り組む防災まちづくり事業の支援や感
震ブレーカー設置費補助等、自助・共助の取組を
支援することで地域防災力の向上を図ります。

コミュニティバス運行事業

（都市政策課）

環境に負荷をかけず、人が安心して自由に快適
に移動できることを目指し、既存のバス路線が行き
届かなかった地区に身近な交通手段を提供します。

茅ヶ崎ゆかりの人物館事業

（文化生涯学習課）

これまで育まれてきた茅ヶ崎の文化・歴史・風土
を市民が学び、そこから新たな価値を創造する力
を育む文化芸術事業を進めます。

ちがさきSDGsターゲット

都市や人間の居住地をだれも排除せず安全
かつレジリエントで持続可能にする

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、7、a、b

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•③ 社会保障制度の適正な運営

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

•② 環境負荷の低減

•③ 心地よい生活環境の形成

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•① 防災・減災対策の推進

7.利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち

•① 機能的な都市空間の形成

•② 利便性の高い移動環境の形成

将来都市像の実現に向けた行政経営

•① 市民主体のまちづくりの推進

ちがさきSDGsターゲット

持続可能な消費・生産形態を確実にする

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、7、8

7

収穫後の損失を含めた食品ロスの削減やごみの
発生抑制、減量化・資源化を推進するとともに、持
続可能な公共調達を推進することにより、持続可能
な消費・生産形態を促進します。

食育推進事業

（健康増進課）

食育推進事業の一環として、食品ロスについての
理解を深めることができるよう、情報及び機会の提
供に取り組みます。

ごみの減量化・資源化に関する啓発

業務 （資源循環課）

市民や事業者に対して、4Ｒ（Refuse・Reduce・
Reuse・Ｒｅｃｙｃｌｅ）活動に関する啓発を実施しま
す。

環境マネジメントシステム推進事業

（グリーン購入の推進） （環境政策課）

物品購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格
だけでなく，環境負荷のできるだけ小さい製品（環
境物品等）を優先して購入します。



2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用
による気候変動対策を推進するとともに、住民の自
発的な防災活動の推進、施設の防災機能の強化を
行い、気候変動の緩和と適応を推進します。

省エネルギー及び地球温暖化対策に

関する普及啓発事業 （環境政策課）

温室効果ガス排出抑制を目指し、エネルギーや
資源を賢く使うライフスタイル、事業活動への転換
を促進します。

茅ヶ崎アロハビズ事業

（秘書広報課、職員課、産業振興課）

民間団体の事業に賛同し、期間中にアロハシャツ
を着ることで、環境や電力需要への配慮、省エネル
ギー化の推進に取り組んでいます。

防災啓発事業

(防災対策課)

すべての市民が災害時に必要な防災行動を実施
でき、平常時から自助の認識を持って防災活動を
実行できるよう啓発します。

ちがさきSDGsターゲット

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊
急対策を実施する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•② 保健衛生・医療体制の充実

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•② 環境負荷の低減

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•① 防災・減災対策の推進

ちがさきSDGsターゲット

持続可能な開発のために、海洋や海洋資源
を保全し持続可能な形で利用する

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4

8

公共下水道施設等を計画的に整備・維持管理・
更新するとともに、プラスチックごみの発生抑制等
を推進することにより、陸上活動からの汚染を抑制
し、海の豊かさを守ります。

公共下水道整備事業（汚水整備）

（下水道河川建設課）

公共下水道事業計画区域においては、未整備区
域の解消を目指しています。

水産業保護事業

（農業水産課）

安全で快適な海・浜の実現を目指すとともに、漁
業権の侵害等を防止し円滑な漁業操業を促進する
ため、「茅ヶ崎海・浜のルールブック」を作成し、ルー
ルの普及啓発を図ります。

美化推進事業

（環境保全課）

マイクロプラスチックを含めた海洋堆積物を減ら
すため、清掃活動や美化活動団体への支援を行う
ことで、海域及び河川環境を良好な状態で次世代
へ継承します。



持続可能な開発のための平和でだれをも受け入れる社会
を促進し、すべての人々が司法を利用できるようにし、あら
ゆるレベルにおいて効果的で説明責任がありだれも排除し
ないしくみを構築する

DVや虐待、振り込め詐欺等の犯罪防止を徹底し、市
民の暮らしの安全・安心を確保するとともに、行政の透
明性を確保し、利便性の高い行政サービスを提供する
ことにより、公平公正な行政運営を推進します。

家庭児童相談事業

（こども育成相談課）

子育てに対する悩みや課題を抱える家庭等に対
し、関係機関と連携し、早期の相談支援を行うこと
で、児童虐待の未然防止を図ります。

犯罪被害者等支援事業

（市民相談課）

犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図
るため、被害者支援自助グループと協働で相談窓
口を開設しているほか、見舞金の支給、住居確保
の支援、日常生活支援を実施します。

情報公開事務

（行政総務課）

茅ヶ崎市が保有する情報を請求により公開する
制度です。市民の知る権利と市の説明責任を明ら
かにし、市政への理解と信頼を深め、公正で開か
れた市政を推進します。

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•③ 暮らしの安全・安心の確保

将来都市像の実現に向けた行政経営

•② 行政運営の基盤の確保

•③ 財政の健全性の確保

基金の活用や多様な主体との連携により里山の
みどりなど、陸域の自然環境を保全することで、陸
の生物多様性を維持し、次代へと継承します。

特に重要度が高い自然環境が残され

ている地域の保全事業 （景観みどり課）

特に重要度が高いと評価された区域の自然環境
を保全するため、区域の実状に合わせ、市民や事
業者等との協働による保全管理作業を継続します。

自然環境評価調査の実施

（景観みどり課）

特に重要度が高いと評価された区域などにおけ
る自然環境の現状を把握するため、自然環境評価
調査を継続的に実施します。

環境学習支援事業

（環境政策課）

様々な主体との連携により、環境に関する学習の
機会を提供します。

ちがさきSDGsターゲット

陸の生態系を保護・回復するとともに持続可能な利用を
推進し、持続可能な森林管理を行い、砂漠化を食い止め、
土地劣化を阻止・回復し、生物多様性の損失を止める

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、7、8

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

ちがさきSDGsターゲット

該当する政策目標・取り組みの方向性

＜政策目標に関連するターゲット＞
1、2、3、4、5、6、7、9、10、b

9



積極的なデータの共有や対話の場の創出等を推
進し、すべての政策において多様な主体とのパート
ナーシップを活性化することにより、市民主体のま
ちづくりを推進します。

統計調査の円滑な実施及び情報提供

事務 （行政総務課）

様々な統計情報を積極的に発信していくことによ
り、各統計調査の実施意義などの普及及び啓発を
図ります。

多様な主体との協働の推進

（市民自治推進課）

多様化、複雑化する社会課題に対応するために
自治会やまちぢから協議会、市民活動団体等との
協働によるまちづくりを推進します。

市民参加推進事業

（市民自治推進課）

市民参加機会や市民意見の反映状況に関する情
報を発信するとともに、市民参加手続を適正に運
用することで市民主体のまちづくりを推進します。

ちがさきSDGsターゲット

実施手段を強化し、「持続可能な開発のため
のグローバル・パートナーシップ」を活性化す
る

＜政策目標に関連するターゲット＞
14、16、17

該当する政策目標・取り組みの方向性

10

1.子どもがいきいきと輝き、未来を拓くひとが育つまち

•① 子ども・若者・子育て支援の充実

•② 未来を拓く力を育む教育の推進

2.地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち

•① 地域経済の活性化

•② 多様な働き方と働く場の創出

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

•① 支え合う地域共生社会の実現

•② 保健衛生・医療体制の充実

•③ 社会保障制度の適正な運営

4.誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく暮らすまち

•① 学びの機会の充実と地域文化の創造の促進

•② 多様性を認め、尊重し合う社会の実現

5.豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち

•① 自然環境の保全

•② 環境負荷の低減

•③ 心地よい生活環境の形成

6.安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち

•① 防災・減災対策の推進

•② 消防・救急体制の構築

•③ 暮らしの安全・安心の確保

7.利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち

•① 機能的な都市空間の形成

•② 利便性の高い移動環境の形成

将来都市像の実現に向けた行政経営

•① 市民主体のまちづくりの推進

•② 行政運営の基盤の確保

•③ 財政の健全性の確保

茅ヶ崎市総合計画を進めるためのちがさきSDGsターゲット

令和 3 （2021） 年 11月発行
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